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所
得
税
確
定
申
告
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

平
成　

年
１
月
以
降
に
税
務
署
に

14

提
出
す
る
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書

（
同
時
提
出
の
住
民
税
申
告
を
含
む
）

お
よ
び
収
支
内
訳
書
な
ど
の
様
式
が

変
更
さ
れ
ま
す
。

　

税
務
署
お
よ
び
白
石
市
で
は
、
次

の
日
程
に
よ
り
確
定
申
告
さ
れ
る
皆

様
へ
申
告
書
の
記
載
の
仕
方
、
収
支

内
訳
書
の
作
成
方
法
な
ど
の
説
明
会

を
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
当
日
都
合
が
つ
か
な
い
場

合
に
は
、
隣
接
す
る
市
町
で
も
説
明

会
を
開
催
し
て
い
ま
す
の
で
、
問
い

合
わ
せ
の
う
え
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

◯問
 

大
河
原
税
務
署

　

�
０
２
２
４－

５
２－

１
３
６
９

◯問
 

白
石
市
税
務
課
市
民
税
係

　

�
２
２－

１
３
１
３

※
例
年
、
確
定
申
告
期
間
中
は
税
務

署
内
が
混
雑
し
、
特
に
所
得
税
の
申

告
期
限
間
近
（
お
お
む
ね
３
月　

日
10

以
降
）
に
な
り
ま
す
と
大
変
混
雑
し

ま
す
の
で
、
お
早
め
の
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。

    
確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
方
は
、

ご
自
分
で
記
載
し
、
で
き
る
だ
け
お

早
め
に
郵
送
に
よ
り
提
出 
し
て
い

た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

必要なもの場　所日　時対象者の区分

筆 記 具
メモ用紙

白石市
中央公民館
大 ホ ー ル

1月16日�

午前10時

事業所得や不動
産所得がある方

確定申告書
筆 記 具
メモ用紙

白石市
中央公民館
大 ホ ー ル

1月31日�

午前10時

上記の事業所得
等のない給与・年
金などの申告の方

筆 記 具
メモ用紙

大河原町
えずこホール

1月11日�

午前10時

住宅を取得または
増改築して住宅減
税を希望の方

税
証
明
の
受
付
方
法
が
一
部
変
わ
り
ま
す

　

１
月
４
日
か
ら
、
受
付
方
法
の
一

部
が
次
の
通
り
変
わ
り
ま
す
。

●
窓
口
に
来
ら
れ
た
方
の
氏
名
や
住

所
な
ど
を
、
次
の
も
の
で
確
認
さ
せ

て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

運
転
免
許
証
な
ど
の
官
公
庁
発
行
の

身
分
証
明
書
、
健
康
保
険
証
、
老
人

健
康
手
帳
、
納
税
通
知
書

●
申
請
書
の
印
は
不
要
に
な
り
ま
す
。

（
法
人
を
除
く
）

●
家
族
（
住
民
票
上
同
じ
世
帯
）
の

方
か
ら
の
請
求
は
、
委
任
状
が
不
要

に
な
り
ま
す
。

◯問
 

税
務
課
総
務
係
�
２
２－

１
３
１
３

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
認
証
取
得
に
向
け
て
作
業
を
進
め
て
い
ま
す

　

環
境
に
対
す
る
関
心
は
、
地
球

温
暖
化
問
題
な
ど
を
は
じ
め
、
日

増
し
に
高
ま
り
を
み
せ
て
い
ま
す
。

　

白
石
市
役
所
は
、
本
年
春
の
認

証
取
得
を
目
標
に
、　

年
度
か
ら

13

実
質
的
な
準
備
作
業
を
進
め
て
き

ま
し
た
。
昨
年　

月
ま
で
に
環
境

11

管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
の
作
成
を

終
え
、　

月
か
ら
運
用（
マ
ニ
ュ
ア

12

ル
な
ど
を
基
に
実
際
に
活
動
を
行

う
こ
と
）
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

　

市
長
が
定
め
た
市
役
所
の
環
境

保
全
活
動
の
基
本
と
な
る
「
環
境
方

針
」
は
、
左
記
の
と
お
り
で
す
。
今

後
は
、
こ
れ
を
基
に
そ
れ
ぞ
れ
の
事

業
で
定
め
ら
れ
た
目
標
の
達
成
の
た

め
の
取
り
組
み
を
推
進
し
、
自
ら
点

検
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
状
況
に
つ
い

て
は
、
随
時
、
市
民
の
皆
さ
ん
へ
広

報
紙
な
ど
を
通
じ
、
お
知
ら
せ
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

◯問
 

生
活
環
境
課
�
２
２－

１
３
１
４

～ＩＳＯ14001とは～
　国際標準化機構（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔ-

ｉｏｎ  ｆｏｒ  Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ／ＩＳＯ）が定めた環

境管理システムの国際的な規格です。

　組織が行う事業活動の中で、エネルギーの

消費やごみの排出などの環境負荷を軽減し、

継続的に改善していくシステムを自らが構

築・実践していくことを目的としています。

　取り組みについて審査登録機関の審査に

合格することが、認証取得の条件です。

ＩＳＯ14001　環 境 方 針

１．基本理念

　白石市では、21世紀のまちづくりを進めるために第四次白石市

総合計画「新ホワイトプラン」を策定し、大きな柱の一つとして

「環境都市」の実現を目指しながら、くらし日本一のまちづくりを

進めています。

　本市では「良好な環境の保全及び創造」を理念とした環境基本条

例を制定し、具体化するための環境基本計画により数多くの環境

対策を実施してきました。

　しかし、地球環境の悪化は深刻で、世界の人々が一人一人のレベ

ルでできる限りの環境負荷低減につながる行動を自らしなければ

救えない状況になっています。

　本市は率先して環境に配慮した事務・事業を全庁的に取り組み、

限りある地球資源を有効活用し、環境負荷を低減させるための継

続的な改善を確固たる手順で図り、やさしいまちづくりを推進し

ていきます。

２．基本方針

�人と自然が共生できる環境に配慮した都市づくりを推進します。

�事務事業が環境に与える影響を把握・調査し、環境負荷を低減さ

せるための方針と目標・計画を策定し、これを実行し、その結果

を評価して必要な是正措置を加え、継続的改善を推進します。

特に以下の項目について優先的に活動します。

　①事務・事業で使用する資源やエネルギーを節減し、廃棄物の減

量・リサイクルを推進し、環境保全に努めます。

　②環境物品（環境負荷の少ないもの）の導入を推進します。

　③公共事業に伴う環境負荷の低減を推進します。

�環境関係法令や組織が同意するその他の要求事項を遵守し、汚

染の予防に努めます。

�職員の環境に対する意識の向上と、環境方針に沿った活動が継

続的に進められるよう全職員への周知と研修を行います。

�この環境方針は一般に公表します。

　　　　　　　　平成13年８月１日　　　白石市長　川井貞一
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平成1４年度

・ ２月４日～３月15日市 民 税 県 民 税 の 申 告 相 談
★申告を必要とする方★

　今年の１月１日現在、市内に住所

を有している方は、原則として申告

書を提出しなければなりません。

〔該当者〕

●商業・農業・製造業などの事業を

営んでいる方

●譲渡・不動産・配当・利子・雑収

入などの所得のあった方

●給与所得または公的年金等（国民

年金、厚生年金、農業者年金、各種

共済組合年金など）による所得以外

の所得のあった方

●給与または公的年金等で、２カ所

以上の所得のあった方

●給与所得者または公的年金等所得

者で、事業所または公的年金等支払

者から、給与支払報告書、または公

的年金等支払報告書が白石市に提出

されていない方

●所得のなかった方も、申告書の裏

面に、所得のなかった事由を書いて

提出してください。

●税務署に所得税の確定申告書を提

出される方や、給与支払報告書が白

石市に提出されている方は申告の必

要がありません。

★申告に必要なもの★

申告には次のものが必要です。

●所得の状況が明らかな帳簿や領収

書、またはこれらが確認できるもの

（計算資料など）

●配偶者・扶養親族などの収入額が

わかるもの

●医療費などの受領書

●生命保険料・損害保険料などの支

払証明書など

●印鑑

★所得税の確定申告★

　所得税の確定申告は、平成13年中

の所得と、それに対する所得税の納

め過ぎや、不足分を精算するための

申告です。

　源泉徴収票や予定納税で納め過ぎ

になっている方、給与所得などで雑

損控除や医療費控除を受けられる方、

年の中途で退職し、その後就職しな

いため年末調整を受けなかった方な

どは、確定申告をしなければ、納め

過ぎになっている税金は還付されま

せん。

　税金の還付を受けられる方は、２

月15日以前でも、税務署で申告書を

受け付けていますから、早めに申告

をして還付を受けてください。

　なお、印鑑（預金通帳に使用のも

の）と預金通帳（郵便貯金通帳も可）

を持参のうえ申告してください。

●今後、地方税が改正されることもありますので、ご注意ください。

●申告期限が近くなるほど待ち時間が長くなります。日程表による指定日に都合の悪い方は、できるだけ当該地区会場で

申告してください。

●この申告は、市民税・県民税が算定されるばかりでなく、国民健康保険税の算定・児童手当・重度心身障害者医療費な

どの支給基礎算定のほか、収入・所得などの各種証明の資料となります。

●市税の納付は口座振替が便利です。ご希望の方は申告会場に「預金通帳・印鑑・納税通知書」をご持参ください。

●問い合わせ　税務課市民税係　�２２－１３１３

市・県民税申告相談日程表（午前９時～11時・午後１時～４時）
自　　治　　会

会　場月　日
自　　治　　会

会　場月　日
午　　後午　　前午　　後午　　前

２区、４区白川１区
白　川
公民館

25日�赤井畑、大熊、塩倉上戸沢、下戸沢、冷清水
小　原
公民館

2月4日�

６区、７区白川３区、５区26日�猿鼻、赤坂、湯元
明戸、小久保平東、中北、新町5日�

酪農事業者
（福岡全地区）西区上、南区

深　谷
公民館

27日�３区、４区越河１区、２区

越　河
公民館

6日�

北区、三住西区下、東区28日�７区越河５区、６区7日�

滝下滝上、尾箆、岩ノ上

市
役
所
大
会
議
室

3月1日�１０区越河８区、９区8日�

南町本町、中町、長町
亘理町4日�１区、８区、城南の丘大平２区、３－１区

大　平
公民館

12日�

たばこ耕作者
（全地区）田町5日�４区、５区、６区大平３－２区、７区13日�

西益岡、寿町、清水小路短ヶ町、新町
中益岡、東益岡6日�４－１区、４－２区斎川１区、２区、３区

斎　川
公民館

14日�

柳町本郷第１、旭町7日�７－１区、７－２区
８区斎川５区、６区15日�

本郷第３8日�３区、４区、６区大鷹沢１区、２区、田中
大鷹沢
公民館

18日�

郡山本郷第２、本郷第４11日�9区、１０区、１１区、１２区大鷹沢５区、７区、８区19日�

鷹巣、小下倉上郡山第１、上郡山第２12日�鎌先、弥治郎、大網上原、下原、山ノ下

福　岡
公民館

20日�

寿山緑が丘13日�山根沖21日�

上記日程で申告できなかった方14日�
15日�蔵王、不忘、川原子八宮、芹沢22日�


